第１号様式

福島県財務会計事務のあるべき姿及び次期財務会計システム基本構想策定支援業務
に係る公募型プロポーザルについての質問書

年　　月　　日

　福島県出納総務課長　行

　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　（営業所名　　　　　　　　　　）
質問者氏名
電話番号

	該当ページ等
	質 問 事 項

	
	


　（記載上の注意）
　１　該当ページ等欄には「募集要領」、「仕様書」等の区分を表示した上でページ等を記載すること。
　２　記載欄が不足する場合は、適宜、欄を拡張して記載すること。

第２号様式

福島県財務会計事務のあるべき姿及び次期財務会計システム基本構想策定支援業務
に係る公募型プロポーザル参加申込書

年　　月　　日

　福島県出納総務課長　行

住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
電話番号
（担当者名　　　　　　）

福島県知事が発注する標記の業務について、参加を申し込みます。
なお、募集要領に示す参加資格の全てを満たし、下記事項に相違ないことを誓約します。
記
１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しません。
２　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第41条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）ではありません。
３　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者ではありません。
（1） 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者。
（2） 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
（3） 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。
（4） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
（5）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
４　福島県の県税を滞納していません。
５　消費税又は地方消費税を滞納していません。
第３号様式
会　社　概　要
	会 社 名
	

	代表者の職・氏名
	

	住　　所
	〒

	電話番号
	

	ホームページ
	

	創業年月日
	

	資 本 金
	

	従業員数
	

	取引銀行
	

	資　　格
	

	加入団体
	

	担当者の所属・職・氏名
	

	メールアドレス
	

	類似業務の主な実績
	


※　必要項目が記載してあれば、既存パンフレット等も可とします。


第４号様式

秘密保持誓約書

　　年　　月　　日

福島県出納総務課長　 行

住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
電話番号
（担当者名　　　　　　）

福島県財務会計事務のあるべき姿及び次期財務会計システム基本構想策定支援業務に係る公募型プロポーザルへの参加に伴い、福島県が示す各種資料等において、非公開としている情報の開示を受けるに当たって、開示を受ける情報の取扱いにおいては、以下の事項を厳守することを誓約します。
また、本誓約に違反したことにより、福島県が被害を被った場合には、福島県に生じた損 害を賠償し、福島県が適当と考える必要な措置を採ることに同意するとともに、速やかに事 態解決の措置を行います。
記
 １　本公募型プロポーザルの参加に関する目的以外に一切使用又は利用しないこと。
 ２　福島県の許可なく第三者に対して情報漏洩・開示しないこと。
 ３　審査結果の受領日以降、直ちに情報漏洩のない方法で削除・廃棄すること。













第５号様式

福島県財務会計事務のあるべき姿及び次期財務会計システム基本構想策定支援業務
に係る公募型プロポーザル参加辞退届

年　　月　　日
　福島県出納総務課長　行

住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
電話番号
（担当者名　　　　　　）

福島県知事が発注する標記の業務について、　　　　　　　のため参加を辞退します。

